
事業者が実施する処理状況確認の手法について 

廃棄物対策課   

１ 背景 

   事業者（中間処理業者を含む。以下同じ。）が産業廃棄物の運搬・処分を委託する

場合には、その処理の状況に関する確認を行い、最終処分終了までの一連の処理行

程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ないこととなっている。 

   令和５年３月３１日付け環境省通知「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及びで

清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について（通知）」において、排

出事業者の処理状況の確認におけるデジタル技術活用について解釈の明確化がなさ

れた。 

２ 指導方針

  事業者が産業廃棄物（島根県内で発生したものに限る。）の処理を委託する場合 

(1)事業者が年に１回以上、実地において処分を行う施設を確認（デジタル技術を活

用した確認を含む）し、その概要を記録し、保存すること。 

(2)当該委託に係る実地の確認を第三者（当該産業廃棄物の処分を受託しようとする

者を除く。）に委託した場合は、産業廃棄物の処分を行う施設を実地に調査した

第三者から稼働状況を聴取（年１回以上）した上でその概要を記録し、保存する

こと。 

(3)(1)または(2)により適正に処理が行われていないことを知ったときは、速やかに

当該状況を最寄りの保健所または廃棄物対策課に報告し、搬入停止の措置等を講

ずるよう検討すること。 

(4)以下の産業廃棄物処理業者等へ委託処理する場合は、実地確認を要さないこと 

①産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者 

（法施行令第６条の１１第２号の優良産廃処理業者認定を受けた者） 

②中間貯蔵・環境安全事業株式会社（JESCO） 

③法第１５条の５に規定する廃棄物処理センター 

（（公財）島根県環境管理センター【クリーンパークいずも】など） 

④地方公共団体、一部事務組合 

・委託した産業廃棄物の処分に係る施設が使用可能な状況にあるか 

（最終処分場の残余容量が十分か） 

・施設外への廃棄物の飛散・流出はないか 

・廃棄物保管場所での廃棄物の飛散・流出はないか 

・安定型最終処分場で展開検査が適正に行われているか 

  実地確認（デジタル技術を活用した確認を含む）

 or  処理業者の維持管理状況等の公表から確認 

処理の状況に関する確認（例）


